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１ 東京都観光産業振興実行プラン 2018 策定の意義 

 

人口減少と少子高齢化によって、我が国における今後の内需の大幅な

伸びが期待できなくなる中、東京の将来に向けた持続的な成長と発展を

実現する上で、観光の果たす役割の重要性はこれまでになく高まってい

る。 

観光の振興は、海外からのインバウンド需要を取り込むことにつなが

り、旅行業をはじめ、交通機関や宿泊業のほか飲食業を含めた幅広い産

業に経済面の波及効果と雇用の創出等を生み出し、地域の活性化にも寄

与する取組である。 

また、世界が注目する東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会（以下「東京 2020 大会」という。）に向けて、国内外から多くの旅行

者を迎え入れ、東京の多様な魅力に触れる機会を増やすことは、旅行地

としての東京に対する関心や理解を深めるとともに、東京の国際的なプ

レゼンスの向上や、日本各地の活性化にもつながる。 

その一方で、東京の観光を取り巻く環境は急速な変化が進んでいるこ

とから、本年１月、東京都（以下「都」という。）は、その変化に迅速

かつ的確に対応するため、中長期的な視点を踏まえながら、総合的かつ

体系的な施策の展開を目指し、「東京都観光産業振興実行プラン 2017」

（以下「観光実行プラン 2017」という。）を策定した。 

観光実行プラン 2017 では、2020 年の訪都外国人旅行者数 2,500 万人、

訪都外国人消費額 2 兆 7,000 億円等の新たな目標を設定し、「消費拡大

に向けた観光経営」、「集客力が高く良質な観光資源の開発」、「観光

プロモーションの新たな展開」、「ＭＩＣＥ誘致の新たな展開」、「外

国人旅行者の受入環境の向上」、「日本各地と連携した観光振興」の６

つの戦略に基づく施策を展開している。 

観光実行プラン 2017 に基づく取組等により、2016 年に過去最高となる

1,310 万人を記録した訪都外国人旅行者数は、2017 年も引き続き増加し

ている。その一方、訪都外国人旅行者による消費額は 2016 年に前年比で

2.4％減少して１兆 880 億円となり、2017 年も依然として減少傾向が続い

ている。 

また、外国人旅行者の情報収集の方法がＩＣＴ技術の進展により変化

し、街なかでの情報の入手や宿泊の質の向上などを含めた受入環境の充
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実をきめ細かく進めることは重要なテーマとなっている。さらに、外国

人の興味や関心を重視するなど、これまでとは異なる新しい発想を持ち

観光資源を作り出していく努力も必要性を増している。本年６月には住

宅宿泊事業法が成立するなど、法制度も含め観光を巡る状況は引き続き

変化している。 

今年度はそうした状況の変化に的確に対応するため、これまでの施策

の進捗状況や課題について、ＰＤＣＡサイクルを活用して検証を加え、

「東京都観光産業振興実行プラン 2018」を策定することとした。 

都は、この観光実行プランに基づいて様々な観光施策を戦略的に展開

していくことで、「ＰＲＩＭＥ 観光都市・東京」の実現を図っていく。 
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２ 観光を巡る現状 

（１）世界の旅行者数の推移 

世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）によれば、全世界の旅行者数は増加傾向

が続いており、2016 年には約 12.4 億人に達している。こうした傾向は今

後も長期に渡って継続することが見込まれており、2020 年には約 13.6 億

人、2030 年には約 18.1 億人まで増加することが予測されている。 

このうち、特に増加する割合が高いのはアジア・太平洋地域を訪れる

旅行者で、全体の旅行者に占める割合は 2010年の 22％から 2030年の 30％

まで拡大することが見込まれている。 

（２）外国人旅行者数の急増 

日本を訪れる外国人旅行者数は、一時的な落ち込みはあるものの、右

肩上がりで伸びており、この 10 年間で約 3 倍に増加している。2016 年の

外国人旅行者数は、過去最高の約 2,404 万人に達し、その旅行者数の内

訳を見ると、アジアからの旅行者が約 2,010 万人と全体の約 84％を占め

ており、特に東アジアの一定の国や地域に大きく依存している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜訪日外国人旅行者数の推移＞ 

 出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 注：（※）アジアからの旅行者数は、東アジア、東南アジア、インドのみの計。 
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こうした中、東京を訪れる外国人旅行者数もこの 10 年間で約 2.7 倍に

増加し、2016 年は過去最高の約 1,310 万人に達した。 

一方、国内旅行者数は長期的に見て増加傾向にあり、近年は５億人超

で推移しているものの、2016 年は５年ぶりにわずかながら減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「東京都観光客数等実態調査」（東京都） 

＜訪都旅行者数の推移＞ 

＜訪日外国人旅行者数の内訳（2016 年）＞ 

注：（※）アジアからの旅行者数は、東アジア、 

東南アジア、インドのみの計 

●東アジア： 
韓国、台湾、香港、中国 

●東南アジア： 

タイ、シンガポール、マレーシア、 
インドネシア、フィリピン、ベトナム 

●欧米豪： 

英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、 
ロシア、米国、カナダ、オーストラリア 

●その他には、アジア、欧州等各地域の国であっ

ても記載のない国・地域が含まれる。 
  
 

 出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 
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（３）旅行による消費の変化 

訪都日本人旅行者による消費額は近年増加傾向が続いていたが、2016

年は約４兆 6,017 億円と前年比で 5.1％減少した。国内日本人旅行者の一

人１回当たりの単価をみると、2016 年は宿泊旅行、日帰り旅行ともに前

年と比べて減少している。 

訪都外国人旅行者の消費額をみると、旅行者数の増加に伴い増加傾向

となっており、2015 年は初めて１兆円を突破したが、2016 年は約１兆 880

億円と前年比で 2.4％減少した。 

外国人旅行者１人当たりの消費額をみると、訪日外国人では 2015 年に

過去最高の 17.6 万円となったものの、2016 年は 15.6 万円と前年比で

11.5％減少した。また、訪都外国人についても、訪日外国人と同様、2015

年には過去最高を記録しているものの、2016 年は減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国内日本人旅行者の 

一人１回当たり旅行単価＞ 

＜日本人旅行者の消費額＞ 

＜外国人旅行者の消費額＞ ＜外国人一人当たり旅行消費額＞ 

出典： 「訪日外国人消費動向調査」（観光庁）、 「東京都観光客数等実態調査」（東京都） 

      ※ 2017 年 4-6 月期以降の訪都関係の消費額は公表されていないため未掲載 

出典： 「旅行・観光消費動向調査」（観光庁）、 「東京都観光客数等実態調査」（東京都） 

      ※ 2017 年 4-6 月期以降の訪都関係の消費額は公表されていないため未掲載 
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国籍・地域別に訪日外国人旅行者１人当たりの旅行支出をみると、アジ

アの国々と比較して欧米豪の国々で支出が概ね高くなっている。2015 年と

2016 年を比較すると、中国は買物代が約４万円減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買物代 

16.2 万円 

＜国・地域別にみた訪日外国人旅行者１人当たりの旅行支出＞ 

＜2016 年＞ 

 出典：「訪日外国人旅行者消費動向調査」（観光庁） 

＜2015 年＞ 

買物代 

12.3 万円 
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2016 年の国籍・地域別の訪日外国人旅行消費額をみると、中国が１兆

4,754 億円で総額の 39.4％を占め、次いで台湾、韓国、香港の順で続いて

おり、アジアの国々だけで８割以上を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国際会議の開催件数の増加 

国際会議は、国際本部の多くが立地する欧米での開催が過半を占めて

いるが、経済発展が進むアジアでのシェアがこの 10 年間で約２倍に拡大

している。（2006 年 15％→2015 年 30％） 

こうした中、東京での国際会議の開催件数はこの 10 年間で約 4.3 倍

（2006 年 58 件→2015 年 249 件）に増加し、東京のＭＩＣＥ開催都市と

しての地位は向上しているものの、依然としてシンガポールやソウルな

どのアジアの競合都市に後れを取っている状況である。誘致を巡る国際

的な競争に勝ち抜き、東京への更なるＭＩＣＥ誘致を進めるためには、

誘致施策の充実強化が必要である。 

 

 

＜訪日外国人旅行消費額の内訳（2016 年）＞ 

 出典：「訪日外国人消費動向調査」（観光庁）  
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（５）拡大する宿泊需要 

都内宿泊施設の施設数、客室数は近年増加傾向となっているが、外国

人宿泊者数の増加に伴い、客室稼働率は高水準で推移しており、2016 年

の稼働率は全国平均の 60％を大幅に上回る 79％に達している。 

2016年の種類別の客室稼働率（都内）を見ると、ビジネスホテルが 83％、

シティホテルが 81％と高い水準に達している一方で、旅館は 60％に留ま

っている。 

 

＜世界各都市における国際会議の開催件数の推移＞ 

出典：「国際会議統計」（日本政府観光局） 

出典：「国際会議統計」（日本政府観光局） 

＜国際会議の世界市場の状況＞ 
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こうした状況の中、住宅を活用して宿泊サービスを提供する民泊が急速

に普及してきている。民泊事業の適正な運営を確保しつつ、国内外からの

観光客の宿泊需要に対応して、来訪及び滞在を促進するため、国は 2017 年

６月に住宅宿泊事業法を制定した。法施行後は都内各地域において新たな

法律に基づく住宅宿泊事業の実施が見込まれることから、その適正な実施

に向けて的確に対応していくことが必要である。 

 

 

＜都内延べ宿泊者数＞ ＜都内宿泊施設の客室稼働率＞ 

注：2017 年は速報値。2017 年の客室稼働率は各月の値を単純平均した数値のため参考とする。 

出典：「宿泊旅行統計調査」（観光庁） 

＜都内宿泊施設の施設数＞ ＜都内宿泊施設の客室数＞ 

出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省） 

注：各年度３月末の施設数、客室数 
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（６）外国人旅行者の受入環境整備状況 

ＩＣＴ技術が進歩することにより、旅行中の情報収集のあり方も大きく

変化している。旅行者が観光情報を収集する主な手段は、ガイドブックな

どの紙媒体から、リアルタイムで情報を容易に入手できるインターネット

へと移行しており、とりわけ近年は携帯電話を利用したインターネットで

の情報収集が大幅に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「民泊サービス」のあり方に関する検討会（平成 27 年 11 月～平成 28 年 6 月） 

◇旅館業法施行令の改正（平成 28 年 4 月 1 日施行） 

 ・簡易宿所の客室延床面積基準の緩和 

◇新たな法案の骨子（あり方検討会の最終報告書（平成 28 年 6 月 20 日）） 

 ・一定の要件（年間提供日数上限（180 日以下）など）を満たす民泊を適切な規制の下

で推進できるよう類型別に規制体系を構築することなどを検討 

◇国家戦略特区に関する動向 

 ・平成 25 年 12 月 旅館業法の特例を措置 

 ・平成 27 年 12 月 大田区において国家戦略特区の活用に関する条例制定 

 ・平成 28 年 2 月  大田区において事業開始 

◇住宅宿泊事業法公布（平成 29 年 6 月 16 日） 

◇住宅宿泊事業法施行（平成 30 年 6 月 15 日） 

【参考】民泊に関する国の動き 

＜訪都外国人旅行者の情報収集方法の変遷＞ 

出典：「東京都観光客数等実態調査」（東京都） 
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外国人旅行者に対する国内の受入環境整備に関する調査の結果をみる

と、訪日旅行中に困ったことの第１位は、2015 年の調査では「無料公衆

無線ＬＡＮ環境」で 46.6％となっていたが、2016 年の調査では 28.7％で

第２位に順位を下げており、一定の改善がみられる。一方、「施設等のス

タッフとのコミュニケーションがとれない」については、いずれの調査

でも上位で高止まりしている。 

都が外国人旅行者を対象に行った項目別の満足度調査をみると、2016

年度は 2015年度と比較してすべての項目で満足度が上昇しているものの、

「外国語対応能力」の満足度は依然として低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「訪日外国人旅行者の国内における 
受入環境整備に関するアンケート」（観光庁） 

＜外国人旅行者が旅行中に困ったこと＞ 

＜訪都外国人の項目別満足度＞ 

出典：「国別外国人旅行者行動特性調査」（東京都） 

＜2016 年＞ ＜2015 年＞ 

出典：「訪日外国人旅行者の国内における 
受入環境整備に関する現状調査」（観光庁） 

注：「困ったことはなかった」とする回答を除き、旅行中困ったことの上位 6 項目まで掲載 
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（７）多摩・島しょ地域における旅行者数の状況 

多摩・島しょ地域には、都心部には見られない豊かな自然や食などの

観光資源があり、こうした魅力を「宝物」として活用して旅行者の誘致

につなげることのできるポテンシャルを持っている。その一方、2016 年

度に東京を訪れた外国人旅行者の訪問地域を見ると、新宿・大久保、浅

草、銀座、渋谷、秋葉原など上位は全て区部の地域が占めており、多摩・

島しょ地域への訪問割合は低い状況となっている。 

また、多摩・島しょ地域への観光客数を見ると、訪都旅行者全体の数

が増加しているなか、西多摩地域への観光客数は長期的にみて横ばいと

なっている。さらに、島しょ地域への観光客数については、1973 年をピ

ークに長期に渡り低迷しており、依然としてピーク時の３割程度に留ま

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜西多摩地域の入込観光客数の推移＞ 

＜訪都外国人旅行者が訪問した場所（2016 年度）＞ 

出典：「西多摩地域観光入込客調査報告書」（西多摩広域行政圏協議会） 

 

出典：「国別外国人旅行者行動特性調査」（東京都） 
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（８）観光都市・東京としての更なる発展 

アメリカの富裕層向け大手旅行雑誌「Condé Nast Traveler（コンデ・

ナスト・トラベラー）」が 2017 年 10 月に公表した「世界で最も魅力的な

都市」のランキング（米国を除く）において、東京は前年に続いて２年

連続で第１位に選ばれた。これは、東京の観光ＰＲや外国人旅行者の受

入環境の整備など、行政と民間が力を合わせて推進してきた様々な取組

の成果によるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「伊豆諸島・小笠原諸島観光客入込実態調査報告書」（東京都） 

＜伊豆諸島・小笠原諸島年次別観光客数推移＞ 

１位 東京 （日本）　　　　　　　　　 ※１位

２位 ウィーン （オーストリア）　　 ※１０位

３位 京都 （日本）　　　　　　　　　 ※２位

４位 バルセロナ （スペイン） ※９位

５位 パリ （フランス） ※１１位

６位 シドニー （オーストラリア） ※１２位

７位 マドリード （スペイン） ※２７位

８位 バンクーバー （カナダ） ※６位

９位 ローマ （イタリア） ※１５位

１０位 ミュンヘン （ドイツ） ※３８位

＜Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー） Best Cities in the World＞ 

【読者投票ランキング 2017 年「Best Cities in the World」 上位 10 都市】 

 注：米国を除く世界各都市  
   ※ 国名の後の数字は 2016 年の順位 

 出典：東京都報道発表資料 
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今後、外国人旅行者を幅広く誘致するためには、2016 年 12 月に施行さ

れたＩＲ推進法案を受けて今後国会提出予定のＩＲ実施法案の動向等に

ついても注視していくことが必要である。 

（９）観光産業振興を進める財源の確保 

都では、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興施策の費用

に充てるため、東京都税制調査会の答申を受けて、平成 14 年（2002 年）

に法定外目的税の「宿泊税」を創設した。 

宿泊税は、都内のホテル又は旅館における１人１泊１万円以上の宿泊

に対して課税されるものである。 

その税収は、近年訪日外国人旅行客の増加を受けて右肩上がりで推移

し、創設以来、観光産業振興費の一部に充てられている。このように、

宿泊税は、都の観光施策を財政面から支えており、今後も安定的に財源

を確保するために不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 内容 

目的等 

国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要す

る費用に充てるため、ホテル又は旅館の宿泊者に一定の負担を求める

法定外目的税として創設 

納税義務者 都内のホテル又は旅館の宿泊者 

課税免除 宿泊料金１人１泊 １万円未満の宿泊 

税率 

宿泊料金１人１泊  

  ・ １万円以上１万５千円未満の宿泊 １００円 

  ・ １万５千円以上の宿泊 ２００円 

徴収方法 ホテル又は旅館による特別徴収 

 

 年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

 税収額 8.2 10.7 13.2 16.2 20.8 22.2 24.1 

（単位：億円） 

【参考】宿泊税の概要と税収の推移 

※平成 28 年度までは決算額、平成 29 年度は当初予算額による 
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３ これまでの取組の検証 

平成 29 年１月に策定した「東京都観光産業振興実行プラン 2017」では、

今後の取組の視点と数値目標を定め、その目標達成に向けて６つの戦略に

基づく施策を展開していくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都観光産業振興実行プラン 2017 の施策体系 

１ 消費拡大に向けた観光経営 

２ 集客力が高く良質な観光資源の開発 

３ 観光プロモーションの新たな展開 

４ ＭＩＣＥ誘致の新たな展開 

５ 外国人旅行者の受入環境の向上 

６ 日本各地と連携した観光振興 

数値目標 

目標達成に向けた６つの戦略 

今後の取組の視点 

訪都外国人旅行者数   2020 年：2,500 万人 2024 年：3,000 万人 

訪都外国人リピーター数 2020 年：1,500 万人 2024 年：1,800 万人 

訪都外国人消費額    2020 年：2 兆 7,000 億円 

訪都国内旅行者数    2020 年：６億人 

訪都国内旅行者消費額  2020 年：６兆円 

１ 観光を有力産業に発展させる取組 

２ 将来を見据えた新たな観光資源の開発 

３ 魅力の発信と効果的な誘致活動 

４ 受入環境の充実 

５ 東京の様々な主体の連携強化 
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今年度はＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、「東京都観光産業振興実行

プラン 2017」に基づくこれまでの取組を検証して政策をブラッシュアップ

し、「東京都観光産業振興実行プラン 2018」に反映させる。 

具体的には、まず、観光を巡る現状の変化を分析し、観光実行プラン 2017

の数値目標の達成状況を確認する。続いてこれまでの取組を観光実行プラ

ン 2017 で定めた６つの戦略ごとに検証し、観光を巡る現状の変化を勘案し

たうえで今後の方向性を導き出す。検証の結果を踏まえ、観光実行プラン

2017 の今後の取組の視点を更新し、改めて観光実行プラン 2018 の数値目

標を設定する。最後にそうした目標達成に向けた観光実行プラン 2018 の戦

略を定め、その施策を具体化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下では、観光実行プラン 2017 で定めた６つの戦略ごとにこれまでの施

策展開とその具体的な実績について確認し、直近の観光を巡る状況を踏ま

えたうえで今後の方向性を検討する。 

＜東京都観光産業振興実行プランにおける PDCA サイクル＞ 

・観光を巡る現状の変化を分析 

・数値目標の進捗状況を確認 

・これまでの取組を検証 

⇒今後の方向性を提示 

観光実行プラン

2017 の策定 

プランに基づく

事業の実施 

観光実行プラン

2018 の策定 

・今後の取組の視点を更新 

・数値目標を設定 

⇒戦略を策定、施策を具体化 

Plan Do 

Check Action 

Plan 
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（１） 消費拡大に向けた観光経営 

【これまでの主な施策展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの主な実績】 

 ◆インバウンド対応力の向上 

  ○宿泊施設に対する支援（100 件）［平成 28 年度］ 

○多言語コールセンターサービスの提供［平成 28 年度］ 

・対象施設：宿泊施設（526 施設）、飲食店（397 施設）、免税店 

（1,546 施設）、タクシー（1,400 台） 

・利用言語：英語・中国語・韓国語 

・利用時間：全日 24 時間 

 

(インバウンド対応力の向上) 

外国人旅行者を受け入れる事業者の受入環境レベルを向上させるた

め、宿泊施設に対し、Ｗｉ-Ｆｉの整備、トイレの洋式化や案内表示の多

言語化の支援を進めている。平成 29 年度からは中小の飲食店、免税店に

も対象を拡大している。また、宿泊施設や飲食店などの事業者に多言語

コールセンターサービスを提供している。 

(観光産業を担う人材の育成) 

観光産業の担い手となる人材に、外国人旅行者の受入に必要な知識や

情報を提供するため、観光事業者向けのセミナーを開催している。平成

29 年度からは、観光関連事業の経営層等を対象に講座を開設している。 

(消費喚起に向けた取組) 

消費拡大につながる環境の向上のため、平成 29 年度から、宿泊施設に

加え、中小の飲食店及び免税店を対象にクレジットカード決済端末の導

入支援を行うほか、免税店に対しては免税対応のためのシステムの導入

についても支援を行っている。また、買い物をする外国人旅行者の利便

性を高めるため、「観光タクシー」の利用促進に向け、ドライバーの育成

等のほか、平成 29 年度はＰＲパンフレットの作成を行っている。 
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◆観光産業を担う人材の育成 

○観光事業者向けセミナーの開催（614 名）［平成 28 年度］ 

○観光関連事業の経営層等を対象とした講座の実施（5回予定）［平成 29 年度］ 

 ◆消費喚起に向けた取組 

○観光タクシードライバーの育成（42 名）［平成 28 年度］、フォローア

ップ研修の実施［平成 29 年度］ 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京での消費活動の活性化につなげるため、観光事業者へのセミナー開催

やインバウンド対応力向上のための支援を行ってきた。一方、昨年は中国

人一人当たりの買い物代金が前年比で約４万円減少するなど、外国人旅行

者による消費行動が変化している。今後は、観光事業者がそうした消費行

動の変化や多様なニーズを踏まえた態勢づくりが出来るように、支援して

いくことが必要となっている。 
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（２） 集客力が高く良質な観光資源の開発 

【これまでの主な施策展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの主な実績】 

◆水辺のにぎわい・ライトアップの活用等新たな観光資源の開発と活用 

［平成 29 年度］ 

 ○自然や建造物へのライトアップ支援（紅葉のライトアップ（６件）、 

建造物の常設ライトアップ（２件）） 

○地域による観光まちづくり支援（23 件）［平成 28 年度］ 

   ・しまガイドとともに、神津島百観音を巡るモニターツアーの実施 

   （神津島村） 

(水辺のにぎわい・ライトアップの活用など新たな観光資源の開発と活用) 

新たな観光資源の開発のため、平成 28 年度から地域の観光関連団体等

が行う水辺空間を活用したイベント等の取組への支援を、平成 29 年度か

らは都内の建造物や身近な自然を活用したライトアップの取組に対する

支援、ライトアップや夜景を紹介するマップの作成を行っている。 

また、地域の観光協会等から、新たな地域資源を活用した企画案を募集

しており、平成 29 年度からは外国人の関心が高いアニメ等のコンテンツ

を活用して観光振興を行う地域の取組に対する支援を開始している。 

(多摩・島しょ地域の観光支援強化に向けた取組) 

多摩・島しょ地域への旅行者誘致を進めるため、様々な情報ツールを活

用して地域の観光情報を発信するとともに、外国人向け観光ツアーの造

成・販売に対する支援、観光スポットを周遊する交通ネットワークの充実

に向けたモニターツアー等を実施している。島しょ地域においては、平成

29 年度にプレミアム付宿泊旅行商品券「しまぽ通貨」を発行した。 

(観光関連団体への支援) 

都内の各地域の観光振興の力を伸ばすため、地域の観光の担い手である

観光協会に対し、観光まちづくりの専門家などを派遣してアドバイスなど

を行うなどの支援を行っている。 
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・多摩エリアに集積する宇宙関係施設を巡るモニターツアーの実施 

   （国分寺市、立川市、西東京市、小金井市） 

・中学生、大学生及び留学生による墨田区のものづくりをテーマと 

した旅行商品づくり（墨田区） 

 ◆多摩・島しょ地域の観光支援強化に向けた取組［平成 28 年度］ 

  ○外国人向け観光ツアーの造成・販売支援に向けたモニターツアーの

実施（西多摩地域１回、大島町１回、八丈町１回） 

  ○交通ネットワークの充実に向けたモニターツアー等の実施（モニタ

ーツアー：西多摩地域３回、八丈町２回／実証実験：奥多摩町・檜

原村１回） 

◆観光関連団体への支援［平成 28 年度］ 

  ○観光のまちづくりの専門家などのアドバイザー派遣（４件） 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行地としての東京の魅力を高めるため、これまでにない新しい視点に

立った観光資源の開発を行うとともに、地域の特色を生かした観光資源

の発掘を行ってきた。訪都外国人旅行者数は引き続き増加していること

から、今後はその興味や関心に対応するため、これまで開発してきた観

光資源のブラッシュアップと、魅力ある地域資源の更なる発掘が必要と

なっている。 
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（３） 観光プロモーションの新たな展開 

【これまでの主な施策展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの主な実績】 

◆海外に向けた東京の魅力の発信の強化［平成 29 年度］ 

 ○アイコンを活用した東京ＰＲ映像作成 

 ○アイコンの公式サイトの開設 

 ○アイコンを活用した「東京おみやげ」製作 

◆観光プロモーションの戦略的な展開 

○民間事業者との連携による観光プロモーション［平成 28 年度］ 

   ・現地旅行博への出展（欧米豪・アジア地域 16 市場） 

   ・パンフレットの作成・配布（欧米豪地域５言語、中国、韓国、台湾等） 

(海外に向けた東京の魅力の発信の強化) 

東京の持つ都市としての魅力をより印象的に海外へ発信するため、平

成 29 年４月に新たなアイコンとキャッチフレーズ「Tokyo Tokyo Old 

meets New」を発表し、各種広告や海外旅行博等プロモーションに活用

している。 

(観光プロモーションの戦略的な展開) 

アジアや欧米豪地域を対象に、東京観光レップによる旅行事業者やメ

ディアに対する日常的な働きかけや、現地の広告等を効果的に活用した

ＰＲ、旅行博への出展など国や地域の特性に応じたプロモーションの充

実を図っている。 

(富裕な旅行者層の誘致) 

平成 29 年度から、都内での大きな消費が期待できる富裕な旅行者を

誘致するため、富裕層向けの旅行商談会である「ＩＬＴＭ」への参画を

予定している。またパリとニューヨークの２都市において、東京観光レ

ップを活用し、富裕層の特性を捉えたプロモーションを行っている。さ

らに、東京を訪問する富裕層に対し、質の高いサービスなどを提供でき

る都独自の通訳ガイドの仕組みづくりに向け、観光面でのニーズ等を調

査している。 
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   ・海外旅行事業者向けセミナーの開催（欧米豪地域、中国、韓国20件580名） 

   ・海外メディアの招聘（欧米豪・アジア地域 52 件 110 名） 

   ・海外旅行事業者の招聘（欧米豪地域、中国、韓国８件 30 名） 

○成長開拓市場における観光プロモーション 

（平成 28 年度実施地域：インド 平成 29 年度はロシアを予定） 

   ・メディア向けセミナーの開催（28 社）［平成 28 年度］ 

   ・旅行事業者向けセミナー・商談会の開催（64 社）［平成 28 年度］ 

○ニューヨーク市との相互観光ＰＲ 

   ・ニューヨーク市内における広告の掲出（バス停留所、公共無料Ｗｉ

-Ｆｉステーション）等［平成 29 年度］ 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国から東京を訪れる旅行者を増やすため、アジアや欧米豪地域を対象

に、現地旅行博への出展や旅行事業者向けセミナー・商談会などのプロ

モーションを積極的に展開してきた。今後は、これまでの市場に加え、

旅行者数の増加が期待される新たな国・地域の開拓を行うとともに、欧

米豪地域でのプロモーション活動の強化や、特に大きな消費が期待でき

る富裕層向け誘致の取組強化が必要となっている。 
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（４）ＭＩＣＥ誘致の新たな展開 

【これまでの主な施策展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの主な実績】  

◆ＭＩＣＥ誘致に向けた取組 

○都の国際会議に対する開催経費支援(19 件)  

○都が支援を行い東京で開催された主な国際会議 

（平成 28 年度） 

・第 46 回国際禁制学会（ICS）年次総会 参加者数：約 2,100 名 

(官民一体のＭＩＣＥ連携推進協議会の設置) 

ＭＩＣＥ誘致を効果的に進めるため、平成 29 年度に東京観光財団が中

心となり、東京都や国、政府観光局、民間事業者、地域の団体、主催者

などの関係主体の協力による「東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会」を立ち

上げた。 

(ＭＩＣＥ誘致に向けた取組) 

都内での国際会議開催に向け、国内の誘致団体に対し誘致活動や開催

に係る経費を支援するとともに、外国人参加者には、着付体験等日本の

魅力を体験できるプログラムを提供している。また、企業系会議や報奨

旅行については、主催者等に対して東京への事前視察の機会を提供する

とともに、外国人参加者に対してアトラクション等のサービスを提供し

ている。 

(ＭＩＣＥ受入拠点地域の育成) 

これまで都心部でＭＩＣＥ受入拠点地域を育成してきた。平成 29 年度

から、多摩地域においてその受入体制強化に向け地域の取組を支援する

とともに、人材育成に対する支援の強化を図っている。 

(ユニークベニューの利用促進) 

歴史的な建造物や文化施設などをレセプション会場として使用するユ

ニークベニューの利用を促進するため、主催者に対し会場利用の支援を

実施するほか、ＰＲパンフレットの作成・配布を行った。平成 29 年度か

らは都立施設をユニークベニューとして活用する取組を開始した。 
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・第 33 回 ISQua 国際学術総会 参加者数：約 1,200 名 

（平成 29 年度） 

・グローバルサミットオブウィメン 2017 参加者数：約 1,300 名 

・ACM SIGIR 2017  参加者数：約 900 名 

○都が支援を行い東京で開催された主な企業系会議・報奨旅行等 

（平成 28 年度） 

・欧州エネルギー企業 参加者数：約 1,200 名 

・米国金融系企業 参加者数：約 4,700 名 

（平成 29 年度） 

・中国（香港）生命保険会社 参加者数：約 1,300 名 

・米国コンサルティング会社 参加者数：約 1,600 名 

◆ＭＩＣＥ受入拠点地域の育成 

（平成 26 年度指定） 

○「大手町・丸の内・有楽町」「六本木」「臨海副都心」 

（平成 29 年度指定） 

○「日本橋・八重洲」「品川・田町・芝・高輪・白金・港南」「八王子」 

◆ユニークベニューの利用促進 

○利用促進に向けた支援（民間施設 10 件（平成 26 年度事業開始） 

都立２件（平成 29 年度事業開始）） 

○ＰＲパンフレットを作成し、ＭＩＣＥ関連事業者へ配布（２万部） 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＩＣＥ誘致に向け活動を行う国内組織に対し、様々な財政支援や人的

サポートを行ってきた。東京の国際会議の開催件数をみると、増加して

きているものの、依然としてシンガポールやソウルなどのアジアの競合

都市に後れを取っている状況である。今後は、開催地としての魅力や誘

致競争力の向上につながるユニークベニューの開発の利用促進に向けた

取組が一層必要となっている。 
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（５）外国人旅行者の受入環境の向上 

【これまでの主な施策展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(観光案内体制の充実) 

平成 26 年 12 月に策定した「外国人旅行者の受入環境整備方針」に基

づき、街なかでの観光案内標識、無料Ｗｉ-Ｆｉやデジタルサイネージを

はじめ、都内各地の観光案内窓口や広域的観光案内拠点を整備している。

また、平成 29 年６月には都心から多摩の各地域への送客を強化する取組

の一環として、立川に「東京観光情報センター 多摩」を整備した。 

(観光ボランティアの活用) 

対面での観光案内の力を高めるため、観光ボランティアの育成を進め、

都庁におけるガイドツアーや、新宿・銀座・浅草地域等での観光案内な

どを実施している。また、中学生や高校生を対象とした、外国人旅行者

への接し方等を学ぶ「おもてなし親善大使」の育成を進めている。 

(多様な文化・習慣への理解促進) 

外国人旅行者の多様な文化や習慣に十分配慮した対応力のある受入事

業者を増やすため、多様な文化や習慣を把握するための調査を実施し、

平成 29 年度からは受入事業者向けパンフレットの作成やセミナーの実

施等を行っている。また、ムスリムの旅行者や受入事業者向けのパンフ

レット作成に加え、受入事業者向けにセミナーなどを実施した。 

(アクセシブル・ツーリズムの充実) 

障害者や高齢者等が積極的に外出して快適に旅行を行うアクセシブ

ル・ツーリズムの充実に向けて、ハード・ソフト両面から支援を行って

いる。ハード面では、リフト付観光バス車両の導入やリフト付観光バス

車両の乗降場等のバリアフリー化、宿泊施設に対するバリアフリー化の

支援を行っている。平成 29 年度からは宿泊施設における備品の購入につ

いて支援を拡充した。ソフト面では、平成 29 年度より障害者や高齢者の

受入環境の向上を検討している観光関連事業者に対して専門の相談員の

派遣を行うとともに、都民や事業者向けのシンポジウムを開催している。 
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【これまでの主な実績】 

◆観光案内体制の充実 

○広域的な観光案内機能を担う拠点の整備（４地域）［平成 28 年度末］ 

○観光案内窓口の拡充・機能強化（外国人旅行者が多く訪れる 10 地域 

に 42 か所）［平成 28 年度末］ 

○デジタルサイネージの歩行空間での設置（19基まで着手）［平成 28 年度末］ 

○観光案内サインの設置（138 基）［平成 28 年度末］ 

○Ｗｉ-Ｆｉアンテナの設置（101 か所）［平成 28 年度末］ 

◆観光ボランティアの活用 

 ○観光ボランティアの登録（2,496 人）［平成 28 年度末］ 

○観光ボランティアのユニフォーム製作［平成 29 年度］ 

  ○「街なか観光案内」の展開（４地域）［平成 28 年度末］ 

  ○おもてなし親善大使の育成（562 人）［平成 28 年度末］ 

 ◆アクセシブル・ツーリズムの充実 

  ○宿泊施設のバリアフリー化に対する支援（19 件）［平成 28 年度末］ 

  ○リフト付観光バスの導入に対する支援（18 台）［平成 28 年度末］ 

  ○乗降場等のバリアフリー化に対する支援（３自治体）［平成28年度末］ 

  ○アクセシブル・ツーリズム推進シンポジウムの開催［平成 29 年度］ 

 
【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 
  

外国人旅行者の受入環境整備に向け、観光案内体制の充実（無料Ｗｉ-Ｆ

ｉサービスの提供等）や観光ボランティアの育成・活用などに取り組んで

きた。一方、外国人旅行者の困ったことの第１位が無料公衆無線ＬＡＮ環

境からコミュニケーションの問題に変化している。今後は、一層の多言語

化の取組とともに、多様化する外国人旅行者のニーズに対応し、様々な旅

行者が快適に観光のできる環境整備を進めていく必要がある。 
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（６）日本各地と連携した観光振興 

【これまでの主な施策展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの主な実績】  

 ◆日本各地と連携した誘致活動の推進 

  ○連携地域：東北、中国・四国、九州 

   ・東北（平成 27 年～）、中国・四国（平成 28 年～）、九州（平成 29 年

～）の各地域と東京都の間で協議会を設置 

   ・東京と各地を結ぶ観光ルートを紹介するウェブサイト（「Tohoku＆

Tokyo」など）を作成 

・海外メディア等を対象に招聘旅行を実施 

・海外旅行博等でのリーフレット、パンフレット配布 

 

(日本各地と連携した誘致活動の推進) 

東京を訪れた外国人旅行者が日本各地を訪れるよう、日本の各地域と

連携し、観光ルートの構築や外国人旅行者に向けた観光の魅力の発信等

を行っている。平成 29 年度からは東北、中国・四国地域に加え、九州地

域全体と連携を開始した。また、情報発信強化の取組として、Ｗｅｂサ

イトで 360 度ＶＲ（仮想現実）動画を順次配信している。 

(都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進) 

海外企業からのニーズが高い国内周遊型の報奨・研修旅行の誘致に向

け、札幌市などの他都市と連携を図っている。また、東京での国際会議

の開催機会を捉え、参加者が連携都市を訪れるプログラムを提案してい

る。平成 29 年度からは新たに名古屋市及び沖縄県との協力を開始してい

る。 

(東京から全国の魅力を効果的に発信) 

 全国の自治体と連携し、「全国観光ＰＲコーナー」や「日本全国物産展」

を運営し、魅力的な観光資源や特産品などの情報を発信するとともに、

東京に集積する各自治体のアンテナショップに関する情報発信を実施し

ている。 
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 ◆都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進 

  ○連携自治体：札幌市、石川県、名古屋市、京都市、福岡市、沖縄県 

   ・シンガポール企業の社員の報奨旅行の事前視察を沖縄県と協力して

受入れ、サポートした結果、41 名の報奨旅行を誘致［平成 29 年度］ 

 ◆東京から全国の魅力を効果的に発信 

  ○都庁展望室における日本全国物産展の開催（購入者 54,202 人／平成

28 年４月 27 日～平成 29 年３月 31 日まで） 

  ○全国観光ＰＲコーナー来場者数（177,031 人）［平成 28 年度末］ 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京と全国の各地域が協力し、双方の強みを生かした東京を起点とした

観光ルートの設定や、ＭＩＣＥの共同誘致活動などを行ってきた。外国

人旅行者をより一層誘致していくためには、東京と日本の各地域の双方

が協力し、新たな魅力を海外に広く発信することが効果的である。今後

は、そうした連携をより一層強化するとともに、大規模国際イベントの

機会等を活用し、東京から日本各地の魅力を発信することが必要となっ

ている。 
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４ 今後の取組の視点 

 これまでの取組の検証を踏まえたうえで、今年度策定する「東京都観光

産業振興実行プラン 2018」では昨年度の今後の取組の視点を更新し、以下

の５つの視点に基づいて施策を展開していく。 

 

 

 

 

（１）観光を有力産業に発展させる取組 

観光産業は、旅行業や宿泊業、運輸業、飲食業はもとより、レジャー

産業、食品業、小売業、イベント産業、会議施設、通訳・翻訳業など、

幅広く多岐に渡っており、経済への大きな波及効果が期待できる。実際

に訪都旅行者の消費がもたらした経済波及効果は直近の調査で約 11兆円

（「平成 23 年東京都産業連関表」を基に集計）にまで達している。 

一方で、我が国の観光産業は諸外国と比べて労働生産性が低く、人材

の育成が遅れていることなどが指摘されているほか、外国人旅行者の消

費行動の変化や多様なニーズに確実に応えるためのマネジメントの力を

高めていくことが課題となっている。 

今後、観光を東京の成長を牽引する有力産業に飛躍させていくために

は、観光産業に新たな知識やノウハウを導入し、一層の効率化やより優

れたサービスの提供を行うとともに、観光に携わる人材の育成をサポー

トすることで、産業としての基盤を強化し、その発展につなげていかな

ければならない。 

（２）将来を見据えた新たな観光資源の開発 

東京は、江戸時代から続く伝統文化や最先端の技術に加え、食やエン

ターテイメント、アニメやマンガ等のポップカルチャー、ファッション、

多摩・島しょの豊かな自然など、多様で豊富な「宝物」を有している。 

１ 観光を有力産業に発展させる取組 

２ 将来を見据えた新たな観光資源の開発 

３ 魅力の発信と効果的な誘致活動 

４ 受入環境の充実 

５ 東京の様々な主体の連携強化 
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そうした「宝物」を十分に生かしていくため、パリ、ニューヨークな

どの世界の観光先進都市の取組に学び、外国人の興味や関心に合わせて

観光資源の開発を進めていくことが重要である。 

今後は、東京への誘客を効果的に進めるため、新たな視点に立って水

辺の活用やライトアップによる演出、ナイトライフ観光の推進など、こ

れまでにない魅力的な観光資源を開発していくとともに、既存の観光資

源を一層磨き上げ、地域の魅力ある観光資源の更なる発掘を進めること

が必要である。 

さらに、多摩・島しょ地域への旅行者誘致を進めるとともに、都内各

地域の特色を生かした観光振興を図るため、魅力的な観光資源の開発に

向けた支援や、地域の観光振興に取り組む観光関連団体への支援などを

強化していくことが重要である。 

（３）魅力の発信と効果的な誘致活動 

外国人旅行者の更なる誘致を進めるためには、旅行地としての東京の

魅力を磨き上げ、国内外に広く発信していくことが重要である。 

また、旅行者誘致にあたっては、東京の魅力の発信に合わせて海外へ

のプロモーション活動を質・量の両面から効果的に展開していくことが

必要である。多くの旅行者を誘致するため、引き続き、アジアや欧米豪

地域への働きかけを進めるとともに、新しい市場の開拓を行う。また、

旅行中に多くの消費が期待できる欧米豪を中心とした富裕層に対しても

東京の魅力を効果的に発信していく。 

さらに、短期間で多くの外国人ビジネス客の来訪が期待できる国際会

議等のＭＩＣＥを効果的に誘致していくためには、関係主体との連携体

制の確保や誘致・開催に向けた受入環境の充実、ユニークベニューの利

用促進が重要となる。 

また、2020 大会の開催都市である東京には、日本のゲートウェイ（玄

関口）として、訪れた外国人旅行者を日本各地に送客する役割などが期

待されている。このため、大規模国際イベント開催の機会を活用しなが

ら、日本各地との連携を強化し、観光振興の効果を全国に波及させてい

くことが必要である。 
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（４）受入環境の充実 

東京を訪れる外国人旅行者が快適に観光を楽しめるように、情報提供

のレベルを高めるとともに、トイレの洋式化や多言語対応など、気配り

の行き届いたきめの細かい様々な受入環境の充実につなげていくことが

重要である。特に観光案内機能の充実強化に合わせて、無料Ｗｉ-Ｆｉや

デジタルサイネージ等を整備し、ＩＣＴ技術を活用した情報提供を推進

していく。さらに、観光ボランティアの育成なども行い、ソフト・ハー

ド両面からの受入環境整備を着実に進めていく。 

また、受入環境として拡大する宿泊需要と旅行者の多様なニーズに応

えるため、受入れ余地のある旅館の利用が進むよう、これまでにない発

想を取り入れてそのイメージアップを含めたサポートを強化することが

重要である。 

さらに、観光振興にあたっては、東京の安全・安心が確保されている

ことが前提となる。そのため、宿泊施設における安全性の向上を図ると

ともに、障害者や高齢者など全ての人が安全・安心に観光を楽しめるよ

うバリアフリー化に向けた取組を進める。 

これらのほかに、クルーズ客船を受け入れて旅行者を誘致するため、

大型客船に対応できるハード・ソフト両面での取組を推進する。 

（５）東京の様々な主体の連携強化 

観光産業の振興をこれまでにも増して戦略的に展開するためには、

様々なノウハウを持つ民間事業者や地域で活動する団体と緊密に連携す

るほか、国や区市町村との協力を進め、都を中心としてそれぞれの力を

総合的に発揮して相乗効果を生み出すことのできる官民連携のネットワ

ークを築き上げていかなければならない。 

また、その前提として、幅広い分野にわたる都の観光施策を効果的に

推進するため、都庁内の各局が横断的に連携を図り、都庁を挙げての取

組を進めていくことが重要である。 
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５ 本プランにおける数値目標 

都は、これまで、観光関連の総合的な計画の中で国内外からの旅行者

数を数値目標として定めてきたが、「東京都観光産業振興実行プラン 2017」

では、訪都外国人旅行者数を 2,500 万人とする数値目標を打ち出すととも

に、外国人リピーター数や訪都外国人消費額などの数値目標を新たに設定

した。 

これまでの検証の結果等を踏まえ、今年度策定する「東京都観光産業

振興実行プラン 2018」では昨年度の数値目標を引き継ぐ。来年度以降は

引き続き観光を巡る現状の変化等を注視しながら目標設定のあり方を検

討していく。 

さらに効果的な観光プロモーションが行えるよう、国・地域別の訪都

外国人旅行者数の目標設定について、検討を進めていく。 

政策目標のうち、「デジタルサイネージ」や「Ｗｉ－Ｆｉ」など旅行

者の利用ニーズの変化に的確に対応する必要があるものについては、適

切に検証・分析のうえ目標設定のあり方の見直しを検討していく。 

  
総合目標 
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政策目標 

目標年次 目標値 実績値

新たな観光情報センター
（多摩）の整備

2017年度 １か所 １か所
（2017年）

広域的な観光案内機能を担う
拠点の整備

2019年度

「街なか観光案内」の展開 2019年度

観光案内窓口の拡充・機能強化 2019年度
外国人旅行者が多く訪れる10地域内
に200か所程度

42か所
（2016年度末）

2019年度 100基程度 19基まで着手
（2016年度末）

2019年度 600基程度 138基
（2016年度末）

2020年 90％以上に向上 71.2％
（2017年）

無料Ｗｉ-Ｆｉ利用環境の向上 Ｗｉ-Ｆｉアンテナの設置 2019年度
Ｗｉ-Ｆｉアンテナを内蔵するデジタル
サイネージを含め700基程度

101か所
（2016年度末）

観光ボランティアの活用 2020年 3,000人 2,496人
（2016年度末）

おもてなし親善大使の育成 2020年 1,000人 562人
（2016年度末）

都の支援による宿泊施設の
バリアフリー化

2019年度 130件 19件
（2016年度末）

都の支援による観光バス等の
バリアフリー化

2019年度 50台 18台（※２）
（2016年度末）

2024年 世界トップスリーに入る330件
6位・249件
（2015年）

（※２） リフト付観光バス車両の台数

外国人旅行者の無料Ｗｉ-Ｆｉ利用環境に対する満足度

ボランティアの育成・活用

アクセシブル・ツーリズム
の推進

国際会議の開催件数

政策目標

観光案内の充実
外国人旅行者が多く訪れる10地域
（※１）及び東京2020大会会場周辺

４地域
（2016年度末）

（※１） 外国人旅行者が多く訪れる10地域　（「外国人旅行者の受入環境整備方針」に基づく）…新宿・大久保、銀座、浅草、
渋谷、東京駅周辺・丸の内・日本橋、秋葉原、上野、原宿・表参道・青山、お台場、六本木・赤坂

デジタルサイネージの歩行空間での設置

観光案内サインの設置
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６ 観光産業振興に向けた今後の施策展開 

都は、本プランの目標達成に向けて、「東京都観光産業振興実行プラ

ン 2017」で掲げた６つの戦略を引き継ぎ、それに基づく施策を展開して

いく。 

各戦略においては、今後の方向性を示す基本的な考え方を明らかにし

た上で、現状と課題を整理し、今後実施すべき主な施策を示している。

また、中長期的な対応が必要な課題の解決に向けた取組の進め方も明ら

かにしている。 

これらの施策を総合的に推進していくことで、「ＰＲＩＭＥ 観光都

市・東京」の実現を目指していく。 

 

  東京の観光産業振興に向けた６つの戦略 

１ 消費拡大に向けた観光経営 

２ 集客力が高く良質な観光資源の開発 

３ 観光プロモーションの新たな展開 

４ ＭＩＣＥ誘致の新たな展開 

５ 外国人旅行者の受入環境の向上 

６ 日本各地と連携した観光振興 
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（１） 消費拡大に向けた観光経営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都内の観光関連事業者の力を高め、将来の東京の産業をリードする

有力なビジネス分野として発展を遂げるよう、的確な観光産業の振興

を進めていく。また、外国人旅行者の集客の基盤となる経営のインフ

ラ等の充実を後押しするとともに、人材の育成など民間のニーズを踏

まえた中長期的な面からの取組も進めていく。 

基本的な考え方 

○  観光関連事業者が外国人旅行者のニーズに適切に対応できるよう、

事業の生産性を高めることのできる経営態勢の充実を進めていく。 

 

経営力を高める取組 

人材の育成 

○ 観光産業の担い手となる人材について、マネジメントを的確に行う

力を伸ばす仕組みの構築や、サービスの現場での優れた対応の力を養

う取組の強化を進めていく。 

経営インフラの充実 

○ 外国人旅行者を受け入れる事業者の対応力の基礎となる多言語対

応の充実を進めるとともに、洋式の生活習慣等に合わせた受入環境

のレベルの向上を図る。 

消費喚起を図る環境の充実 

○ 外国人旅行者の消費活動を支える決済方法や交通手段などの環境

を充実させるとともに、外国人旅行者の興味や関心を喚起し消費を

促す取組を充実させる。 
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（経営力の向上） 

○ 観光に関連する産業の裾野は広く、様々な業種が含まれている中、旅

行者向けにサービスの提供や商品の販売を行う事業者が、外国人旅行者

のニーズ等に適切に対応できるよう、マネジメントや効率的な業務運営

の力を高めることが重要となっている。 

○ 外国人旅行者の望むサービスや製品などを独力で正確に把握すること

が困難な事業者の下支えを図るとともに、海外からの旅行者の受入れを

円滑に進めるための多言語対応の充実に加えて、ＩＣＴ技術の導入など

により生産性を高めることが課題となっている。 

○ 外国人旅行者のニーズをより的確に把握するためには、外国人旅行者の

行動の特徴・多様な消費動向に関する基礎的なデータや、外国人の視点を

活用することが必要である。 

（旅館のブランド化とその発信） 

○ 東京での宿泊需要が拡大する中、旅行者の受入れについて余力を持っ

ている旅館等の利用を高めていくことが重要な課題となっている。 

○ 旅館の持つポテンシャルを引き出すため、利用者の視点に立ったイメ

ージ向上や宿泊設備の更新等を進めるとともに、周辺の観光スポットや

地域社会との連携を図るなどの取組が必要となっている。 

  

現状と課題 
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（観光産業を担う幅広い人材の育成） 

○ 外国人旅行者の急激な増加など、観光を取り巻く環境の変化に対応す

る上で、事業展開を適切に方向づけることのできる人材を育成する教育

課程の充実を図るとともに、サービス提供のレベルを高めることにつな

がる人材の育成も必要となっている。 

（決済時等における利便性の向上） 

○ 旅行者の買い物などの多様な支払方法に対応するため、支払の方法や

免税の手続などの利便性を高めることが必要である。また、外国人旅行

者が、外国語でガイドを受けながら観光地を周遊し、荷物を持つ負担な

どがなく買い物を楽しめるようにすることで、より一層の消費喚起につ

なげていくことも重要なテーマとなっている。 

（外国人旅行者のニーズを踏まえた消費喚起） 

○ 外国人旅行者のニーズの変化に的確に対応していくためには、いち

早くそのニーズや消費動向を把握し、買い物等を通じた消費拡大につ

なげていく取組が必要となっている。また、東京の魅力ある観光資源

の一つである、相撲や歌舞伎などの様々なエンターテインメントに関

する情報を気軽に入手できる仕組みを構築することが重要である。 
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（インバウンド対応力の向上） 

 インバウンド消費を安定的に継続して取り込むため、宿泊、飲食、小売

等の中小事業者が、マネジメントの力を高めることができるよう、専門

家の派遣を現場で受け、経営内容の改善を図る計画の策定を支援する。

また、作成した計画に基づいて実施するマーケティング活動や生産性向

上に資する最新のＩＣＴ機器の導入等に対する助成を実施する。 

 インバウンド対応を進めるため、宿泊施設のほか、中小の飲食店や免税

店を対象に、施設の案内表示やホームページの多言語対応の強化、Ｗｉ

-Ｆｉ環境の整備やトイレの洋式化などに対する支援を進めていく。 

 ビッグデータの活用により、外国人旅行者の都内での行動の特徴や消費

の内容に関する数多くの情報を総合的に分析し、観光事業者に向けて情

報提供する。 

 外国人旅行者のニーズに合った商品・サービス等を提供するため、宿泊

施設のほか、飲食店や免税店等を対象とした外国人材活用に向けた支援

などについて検討する。 

（宿泊施設に対するサポートの強化） 

 和の文化とおもてなしを体験でき、観光の拠点としての力を持っている

旅館について、「ＲＹＯＫＡＮ」ブランドとして、その魅力を世界に向

けて効果的に発信する。 

 旅館が地元の観光の拠点として、周辺エリアの飲食店や商店等と連携し

て、近隣の観光スポットを紹介するマップの作成や、体験型のイベント

の開催などについて、地域社会と協力して実施する取組を支援する。 

 中小規模の旅館等で外国人旅行者への対応のレベルを引き上げるため、

トイレの洋式化など設備面から受入態勢の充実を図るとともに、サービ

スの担い手となる人材のスキルアップなどを後押しする。  

取組の方向性 
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（観光産業を担う幅広い人材の育成強化） 

 観光産業で求められる経営・マネジメント力の強化につながる人材育成

を図るため、観光事業者の経営層を対象とした講座を実施する。 

また、産学共同で行う教育プログラムの開発整備に向けた取組を後押し

することを検討する。 

 観光産業のサービス提供を担うスタッフ人材の育成を図るため、宿泊、

飲食、小売事業者等の接客レベルを引き上げる研修などの取組を支援す

る。 

 都が実施する求職者向けの公共職業訓練において、観光人材を育成する

「観光ビジネス科」、外国人旅行者への接客ができる販売店員を育成す

る「ショップマネジメント科」を進めていく。 

（消費喚起に向けた利便性の向上） 

 海外からの旅行者が、現金だけでなく、自国のクレジットカード等を利

用して、免税店等において快適に支払いができるよう、免税対応のため

のシステムやクレジットカードの決済端末等の導入を支援する。 

 目的地を手際よく巡りながら手ぶらで買い物も楽しめる「観光タクシー」

の利用を促進するため、構造改革特区の仕組みを活用して、都の研修を

受けたタクシードライバーが英語で外国人旅行者に観光案内を行う取

組を進める。また、タクシー事業者向けの多言語対応サービスの充実を

検討する。 

（消費を促す環境の整備） 

 観光消費を拡大していくため、外国人旅行者の消費行動を把握したうえ

で、伝統文化体験などの「コト消費」も含めた情報発信と買い物のしや

すい環境整備を検討する。 

 日本のエンターテインメントに対する外国人旅行者の興味や関心の喚

起を図るため、外国人旅行者に芸能や文化等に関する情報を一元的に発

信する仕組みを検討する。 
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（２）集客力が高く良質な観光資源の開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行地としての東京の魅力を高めるため、これまでにない新しい

視点を持ち、地元ならではの観光資源を作り出すとともに、特に多

摩・島しょのエリアでは地域の特色である豊かな自然や農林水産業

を生かした観光振興を進めていく。 

また、地域ごとの観光振興の担い手の対応力を伸ばして、都内の

各地での旅行者の誘致を活発にする。 

 

 

 

 

 

く 

 

 

基本的な考え方 

○  東京には既に有名となり集客力も高い観光資源が数多くあるが、こ

れからの旅行者の増加に応じて観光へのニーズの多様化に適切に対

応するため、新しい発想や考え方により観光スポットやツアーを作り

上げる取組を進めていく。 

 

新しい視点に立つ取組 

地域の特色を生かす対応 

○ 地域ごとの多様で優れた特色に磨きをかけて観光資源として開発

し、旅行者の定着を図る取組を一定の期間をかけて着実に進めるこ

となどにより、地元経済の活性化に結び付けていく。 

多摩と島しょへの来訪者の確保 

○ 都内を訪れる旅行者が多摩や島しょの地域を訪れることが増える

よう、森林や海洋などの自然のほか、農林水産業を生かして外国人

などの興味や関心の高い観光資源を生み出していく。 

地域の観光関連団体の対応力の向上 

○ 都内の各地域の観光振興の力を伸ばすため、観光協会などの団体が

新しい知識やノウハウを持ち、事業の展開に必要な財源も確保でき

るよう支援していく。 



- 41 - 
 

 

 

（東京で大きなポテンシャルを持つ観光資源の活用） 

○ 海外から東京を訪れる旅行者を増やすためには、新しい視点に立って

外国人の興味と関心を惹きつける観光資源を創り出すことが不可欠であ

る。そのため、東京で大きなポテンシャルを持つ水辺空間に賑わいを生

み出すほか、東京の治安の良さを生かして、夜の観光の魅力を高めるこ

とを目指し、建造物や身近な自然をライトアップなどによって観光資源

として活用することや、様々なナイトライフ観光を促進することが必要

である。 

（都内の観光資源の更なる活用） 

○ 都内にはすでに数多くの魅力のある観光資源があるが、旅行者の多様

な関心に対応していくためには、それらの観光資源を生かす取組が必要

である。また、観光に関連する民間事業者等との連携を強化し、地域に

眠っている観光資源を発掘するなど、官民一体となった観光振興を図っ

ていく必要がある。 

○ 巨大な公共インフラなどを見学してその役割の重要性を学ぶツーリズ

ムのニーズが高まり、全国各地でも取組に力を入れている中で、都でも

様々なインフラを生かして観光振興に結びつけることが課題となってい

る。 

（アニメ・マンガ等のコンテンツの活用） 

○ アニメ関連産業が集積する東京には、「クールジャパン」として注目さ

れるアニメやマンガ等のコンテンツ関連の資源が数多く存在している。

こうした外国人旅行者を惹きつけるコンテンツを観光資源として活用し、

旅行者の誘致に結び付けるとともに、国内外への効果的な情報発信を行

うことが重要である。 

  

現状と課題 
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（多摩・島しょ地域の観光振興の取組への支援の充実） 

○ 多摩・島しょ地域への旅行者の誘致を推進するため、魅力ある観光資

源を活用したより効果の高い観光施策を展開することが重要となってい

る。そのため、旅行者動向やニーズを収集・分析し、多摩・島しょ地域

の特色である自然や農林水産業などを生かした観光ツアーを増やしてい

くことや、新たな視点や発想を取り入れた事業展開が必要となっている。 

○ 多摩地域の商工団体や観光団体などをはじめとする様々な民間団体が

力を合わせて自治体の区域を越えて観光の資源やルートを開発すること

が重要になっている。 

○ 島しょ地域への誘客を進めるため、島しょ地域を訪れるインセンティ

ブを導入するとともに、観光振興が地域経済の活性化につながる仕組み

を作り上げていくことが必要である。 

○ 地域内の移動アクセス手段が比較的不便な多摩や島しょ地域では、観

光客が自転車などの交通手段を活用し、限られた時間の中で楽しく観光

スポットを周遊できる仕組みを作り上げることで、観光客の満足度を高

め、再来訪につなげていくことが重要となっている。 

（観光関連団体への更なる支援の必要性） 

○ 観光協会など地元の観光関連団体は地域の観光まちづくりの担い手で

あるが、知識やノウハウのほか人材や資金面からの課題も多く、十分な

事業展開が難しい場合がある。 
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（水辺の賑わいの創出） 

 東京の河川や港湾などの水辺空間をより一層活用するため、地域が行う

にぎわい創出に向けたイベント等への支援、ホームページによる舟運の

ＰＲなどの情報発信、船着場等の整備を進めていく。 

（ライトアップ等による演出） 

 都内の建造物や身近な自然をライトアップすることで、観光面での魅力

を引き出して集客につなげる取組を支援する。また、プロジェクション

マッピングによる演出の活用も検討する。 

（ナイトライフ観光の充実） 

 東京での夜間の時間帯の観光を楽しめるよう、都内のナイトライフのモ

デルルートを作成するとともに、海外に向けて効果的にナイトライフの

情報発信を行う。 

（地域や文化に着目した観光資源の活用） 

 都内の各地域の歴史や文化等を観光資源として活用していく取組のサ

ポートを強化することを検討する。このため、地域の観光協会等と、観

光に関連する民間事業者等との連携を深め、地域における観光まちづく

りを支援していく。 

 都内各地域の観光関連団体等から募集した地域の魅力的な観光資源を

活用するアイデアを、旅行事業者など民間のノウハウを使ってツアーや

イベントとして実施し、複数年度に渡って継続的な支援を行うなどサポ

ートの充実を図る。 

 都内のダムや橋等の公共インフラを活用して観光ルートを作り、優れた

東京の技術力などを広く伝えていくため、インフラツーリズムの推進に

向けた一層の取組を図る。 

 

 

取組の方向性 
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 外国人の関心が高いアニメやマンガなどのコンテンツを活用して観光

振興を行う区市町村や地域の取組をソフトとハードの両面から支援す

る。 

また、国際アニメーション映画祭である「東京アニメアワードフェステ

ィバル」への支援や、アニメ制作に関する貴重な資料の展示、アニメに

関連するスポットを巡るイベントの開催を通じ、世界に誇る日本のアニ

メ文化の発信と国内外の観光客の誘致促進を図る。 

（多摩・島しょ地域の観光振興に向けた取組） 

 多摩・島しょ地域を対象として、大学と連携して新しい観光資源の発掘・

商品開発に向けた取組を推進するとともに、新たな楽しみを提案する観光

事業の開発に対する支援を行い、観光地としての魅力を高めていくことを

検討する。 

また、外国人に人気の高い農業体験や自然を生かした多摩・島しょを訪問

する観光ツアーの造成・販売に対する支援や、多摩や島しょ地域に広がる

自然公園を活用したモニターツアーの実施などの観光振興を進めていく。 

 多摩や島しょ地域などへの送客拡大を図るため、観光振興施策の立案等の

基礎資料としてエリア別の旅行者数の把握を検討する。 

 多摩や島しょの観光振興を図るため、旅行者の興味の度合いに応じて地域

の特色のある観光情報をウェブサイトやＳＮＳなど、様々な媒体を活用し

て、効果的に発信していく。 

 多摩や島しょ地域で各々に離れた場所にある観光スポットを効率的に

巡ることのできる交通ネットワークの充実に向け、モニターツアーや実

証実験を行う。 

また、観光スポット間の移動手段として、電動アシスト自転車の導入や、

活用促進に向けた支援策を検討していく。 

 多摩地域での観光振興を効果的に進めるため、商工関連の団体をはじめ

とする観光協会や商店街などが協議会を設けて観光振興の企画を検討

し、その実現を図る取組をサポートする。 
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（島しょ地域への誘客促進に向けた取組） 

 島しょ地域において、各島の観光資源を「宝物」としてブランディング化

する取組への支援を検討する。 

 島しょ地域の新たな観光のあり方として、婚活等を目的として船で島し

ょを巡るツアーの販売を進めるため、民間事業者の取組を後押しする。

また、こうした事業を効果的に展開できるよう自治体や観光協会が自主

的に取り組む事業につなげるため支援することを検討する。 

 島しょ地域の観光振興に向け、来島者による消費を喚起する仕組みを作

り上げるため、ビッグデータ等の活用や、島同士が連携や競い合いを進

めながら行う誘客に向けた取組を後押ししていくことを検討する。 

（地域の観光関連団体の活動の強化） 

 観光協会など地元の観光関連団体が幅広い取組ができるよう、様々なノ

ウハウの提供などサポートを強化することを検討する。 
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（３）観光プロモーションの新たな展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国から東京を訪れる旅行者を増やすため、旅行地としての東京の

魅力を効果的に発信することを目指して、海外の国や地域ごとの特性

や消費活動の特色に着目しながら、観光面で集客力のある都市との協

力やイベントの活用などによるＰＲ活動を行う。また、将来に向けて

東京への来訪が期待できる海外の若い世代への働きかけも行う。 

 

 

 

 

く 

 

 

基本的な考え方

○ これまで取り組んできた国や地域について、引き続き、その特性に

応じた効果的なプロモーションを実施する。また、将来の旅行者数の

伸びが期待できる新たな国や地域からの旅行者の確保に向けＰＲを

行いながら、外国人旅行者を東京に積極的に取り込んでいく。 

 

国・地域に応じた PR 活動 

集客力のある都市との協力等 

○ 観光客の誘致では評価の確立している世界の都市の力を活用する

ほか、東京のＰＲの絶好の機会となる規模の大きなイベントなどでの

効果的な宣伝を行う。 

富裕層の誘致 

○ 都内での大きな消費が期待できる富裕層の来訪に向けた対応を進

めるとともに、東京への来訪に不可欠となる交通ルートの整備につい

て都を挙げた取組を図る。 

訪日教育旅行の誘致 

○ 東京の魅力を外国の若い世代に理解してもらい、将来の観光地とし

ての来訪に結びつける取組を着実に進めていく。 
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（東京の魅力の発信と多様な旅行者誘致の展開） 

○ 東京の旅行地としての魅力を効果の高い手法で海外に発信し、その浸

透を図ることが重要となっている。そのため、国や地域ごとに旅行者の

特性に応じた東京の魅力のＰＲと多様な形での旅行者誘致活動（プロモ

ーション）を進めることが必要となっている。 

（観光プロモーションの強化） 

○ これまでにプロモーション活動に着手した、訪日旅行者数の多い主な

国や地域において、旅行博出展等の取組を継続するとともに、欧米豪か

らの旅行者の更なる取り込みを図るなど、東京の魅力の発信をさらに強

化するための方策を検討する必要がある。 

（旅行者数の大きな伸びが期待できる国・地域への取組） 

○ 経済成長などにより旅行者数の大きな伸びが期待できる国や地域にお

いて、新たにプロモーション活動を展開し、更なる訪都旅行者数の増加

を図っていくことが必要となっている。 

（より多くの消費が期待できる旅行者の誘致） 

○ 観光で来訪した際の滞在期間が長く、多くの消費が期待できる富裕層

の誘致に向けて、引き続き欧米のエリアで効果の高いＰＲ活動を積極的

に行うとともに、東京を快適に観光してもらえるよう受入体制の充実を

図ることが必要である。 

（国内外に向けた多様な発信） 

○ 海外に向けて東京の観光の魅力の浸透を図るため、既に観光地として

の評価が確立した様々な外国の都市と連携し、相互に各々の魅力を効果

的にＰＲすることが必要となっている。 

 

 

現状と課題 
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（国際的なビッグイベントの活用） 

○ 東京の旅行地としての魅力を効果的に発信するためには、東京 2020 大

会など、世界各国からの関心が高い大規模なイベントの機会を生かし、

重点的に発信を行っていく必要がある。 

（旅行者受入機運の醸成） 

○ 外国人旅行者の誘致を促進するためには、官民が一体となって、訪都

旅行者に対するサービス提供等の取組を推進し、都における旅行者受入

機運の醸成を図ることが必要である。 

（将来の旅行者確保に向けた教育旅行の受入促進） 

○ 若年層の異文化に対する理解やコミュニケーション能力の向上が必要

となる中、外国から東京を訪れる教育旅行を増やすことで、同世代が交

流する機会をつくり、将来的に東京へのリピーター獲得につなげる取組

を進める必要がある。 
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（海外に向けた東京の魅力の発信の強化） 

 東京の持つ都市としての魅力をより印象的に海外に向けて発信するた

め、東京を象徴するアイコンとキャッチフレーズ「Tokyo Tokyo Old 

meets New」を作成した。東京の魅力を紹介したＰＲ映像とともに公式

サイト等で発信するほか、各種広告や海外旅行博等プロモーションに活

用していくことを検討する。 

 

 

 

 

 

（旅行者受入機運の醸成に係る取組） 

 新たなアイコン・キャッチフレーズを活用した民間と共同で実施する外

国人旅行者向けの土産物の開発・販売や、民間事業者が行う外国人旅行

者に対するサービス等の取組に対し支援することを検討する。こうした

取組を通じ、外国人旅行者に対し東京の魅力を強力に発信するとともに、

都民・民間事業者を巻き込んだ取組を展開することで、旅行者受入機運

の醸成を図る。 

（欧米豪地域等における観光プロモーションの戦略的な展開） 

 これまで誘致活動に取り組んできた国や地域において、その効果を継続

させていくために、東京観光レップによる旅行事業者やメディアに対す

る日常的な働きかけに加え、現地の広告等を効果的に活用したＰＲや旅

行博への出展など国や地域の特性に応じた誘致活動の充実を図る。 

また、欧米豪地域において、プロモーション活動を強化するための取組

を検討する。 

取組の方向性 

 

アイコンとキャッチフレーズ 

（2017 年 4 月発表） 

 「江戸から続く伝統と最先端の文化が共存している東京の魅力」を表現 

 東京の新しい観光名所である渋谷のスクランブル交差点をイメージした 

落款をデザイン 
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（新たな国や地域での旅行者誘致の取組） 

 平成 29 年度に行ったマーケティング調査の結果を踏まえ、新たな国・

地域での旅行者誘致の取組を展開することを検討する。 

（富裕な旅行者層の誘致） 

 欧米地域などから富裕な旅行者を誘致するため、富裕層向けの旅行商談

会である「ＩＬＴＭ」への出展のほか、各国に設置した東京観光レップ

が、富裕層の観光面での特性を捉えたプロモーションを行う。 

 富裕層に特化した旅行会社等が加盟する Virtuoso 等の国際組織を活用

したプロモーションを検討するほか、富裕層向けの観光資源を把握する

ためのマーケティング調査を実施し、世界の富裕層に対して発信するな

ど、富裕層向けの施策を充実させる。 

 欧米豪の諸都市で富裕層の観光面でのニーズ等を調査した結果に基づ

き、東京を訪問する富裕層に対し、言葉やサービスなどで的確な対応の

できる都独自の通訳ガイドの仕組みづくりを検討する。 

 富裕層旅行者を誘致するため、高級ホテルの都内への進出に必要な条件

等の調査の実施を検討する。 

 富裕な旅行者が利用するビジネスジェットの受入体制の強化をはじめとす

る、様々な利便性の向上などについて、国への働きかけを進めていく。 

（世界有数の国際観光都市との相互ＰＲ） 

 パリやニューヨークなどに代表されるような国際観光都市との連携を

深め、相互に協力してＰＲを行うことで、東京の観光地としてのイメー

ジと認知度を高め、旅行者の増加に結びつけていく。 

（国際的なビッグイベントを活用したＰＲ） 

 世界中から人、メディアが集う大規模国際イベントを活用し、現地の

様々な広報媒体を用いたＰＲ活動を行い、世界に向けて東京の旅行地と

しての魅力を効果的に発信していくことを検討する。 
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（有望な国・地域における訪日教育旅行の積極的な誘致） 

 日本の文化や言葉を学ぼうとする意欲が高く、訪日教育旅行の増加が期

待できる国や地域において、現地の教育機関に対する積極的な誘致活動

を継続する。 
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（４）ＭＩＣＥ誘致の新たな展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＩＣＥの誘致について、国際的な競争が激しさを増す中で、東

京の魅力を引き出すための態勢づくりや対応方法のレベルを引き上

げるとともに、外国企業による会議の開催など、国際会議以外の分

野にも力を入れていく。また、多くの外国人参加者が見込まれる国

際会議等を都内で生み出す対応も進める。 

基本的な考え方 

○ 将来のＭＩＣＥ誘致の対象として有利な形で開催を実現すること

のできる国際会議などを東京で作り出していく。また、都内で開催さ

れる国内会議に外国人の参加を促し国際化する取組を推進する。 

 

 東京での国際会議等の創出 

ユニークベニューの利用促進 

○ ＭＩＣＥ開催都市としての魅力を高めるため、ＭＩＣＥ開催後のレ

セプション会場等として、歴史的建造物や文化施設を活用する「ユニ

ークベニュー」の利用促進に関する取組を進めていく。 

受入環境の充実 

○ ＭＩＣＥ開催の基礎となる会場機能のレベルの維持と向上を図る

とともに、区部に加えて多摩地域でもＭＩＣＥ開催の環境整備を進め

ていく。 

外国企業の会議や報奨旅行の誘致 

○ 外国企業が主催する会議や報奨旅行などを東京に呼び込むための

様々な施策のレベルを確実に高めていく。 
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（ＭＩＣＥ施設等の受入環境の向上） 

○ ＭＩＣＥを巡る厳しい国際競争に勝ち抜くためには、会場となる施設等

の更新や機能向上を着実に進めて、受入環境の維持や充実を図ることが重

要となっている。 

（都心部以外の地域におけるＭＩＣＥ開催の環境整備） 

○ 現在、東京でのＭＩＣＥの開催は会議場やホテルなどの関連施設が集

積する都心部が中心となっており、今後は多摩地域など都心部以外の地

域でもＭＩＣＥ開催の環境整備を進めていくことが課題となっている。 

（ユニークベニューの利用促進に向けた取組） 

○ 都市が有する歴史的な建造物や文化施設などを、ＭＩＣＥ開催後のレ

セプション会場等として活用する「ユニークベニュー」の取組は、海外

都市では積極的に行われており、ＭＩＣＥ誘致にあたってはユニークベ

ニューを活用し、他都市との差別化を図る必要がある。 

○ ユニークベニューの利用促進にあたっては、施設側の事例やノウハウ

の少なさ、実施にあたって必要となる行政機関への煩雑な手続きなどが

課題となっている。 

○ ユニークベニューの更なる活用を図るためには、レセプションなどを

開催する主催者の負担軽減を図ることが必要であるが、都内ユニークベ

ニュー施設は、必要な機器や設備等の整備が遅れている状況にある。 

○ ユニークベニューの利用促進のためには、施設の魅力や使用方法等を

積極的に発信していくことが必要であるが、ホームページの掲載内容や

ＰＲの手法等が十分ではなく、諸外国と比較すると遅れをとっている状

況である。 

 

 

現状と課題 
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（国際会議等の創出） 

○ 既存の国際会議等を誘致するだけではなく、国際会議等を新しく設立

して東京での開催を図るような動きや都内で開催される国内会議が外国

人を多く呼び込み国際化を図るような動きについても適切な対応を進め

ていくことが課題となっている。 

（ＭＩＣＥに係る人材育成） 

○ ＭＩＣＥに係る専門人材については、これまで基礎的な研修を行って

きたが、今後は関連事業者等の特性に応じた研修を実施するとともに、

より実践的で高いレベルの専門知識・ノウハウを提供する必要がある。 

（ＭＩＣＥ関係者の連携の充実） 

○ 東京観光財団が中心となり、東京都や国、政府観光局、民間事業者、

地域の団体、主催者などの関係主体の協力による「東京都ＭＩＣＥ連携

推進協議会」を平成 29 年に設置した。今後、ＭＩＣＥ誘致を効果的に進

めるため、この連携を充実させていく必要がある。 
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（ＭＩＣＥ施設に対する受入環境整備の支援） 

 国際会議等の会場となる会議施設やホテル、大学などの施設機能の強化

を図るため、Ｗｉ-Ｆｉやデジタルサイネージ、高解像度プロジェクタ

ーなどの設備の導入や充実等を支援する。 

（多摩地域におけるＭＩＣＥ開催の拠点の育成） 

 多摩地域においてＭＩＣＥの開催を増やしていくために、ＭＩＣＥの受

入体制強化に向けた地域の取組を支援するとともに、それらの誘致や開

催に関するノウハウや情報を提供していく。 

また、多摩地域での開催に伴う課題に対応するため、人材育成に対する

支援の強化を図る。 

（ユニークベニューの実施に向けた支援） 

 美術館や博物館、庭園などの都立施設の中で、ユニークベニューとして

の利用が可能な施設をモデル実施施設として、ＭＩＣＥ開催時に主催者

がレセプション会場等として活用できるよう様々な課題を検証すると

ともに、その利用の促進に向けたＰＲを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 都内でユニークベニューとして活用できる施設を増やしていくため、利

用が見込まれる民間の文化施設や歴史的建造物などについて、引き続き

利用の可能性を調査する。 

 

＜平成３０年度のモデル実施施設（都立８施設）＞ 

取組の方向性 
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（ユニークベニューの利用促進の強化） 

 ＭＩＣＥ等の主催者に対し、ユニークベニューとして利用可能な施設の

紹介や施設側との調整、行政機関への手続き支援など、ユニークベニュ

ーの利用を一元的にサポートする仕組みづくりを検討する。 

 都内におけるユニークベニューの活用を推進するため、会場となる施設

においてイベントやレセプション等を開催する際に必要な受入環境の

充実を検討する。 

 先進的な取組を行っている他都市の事例を参考に、国内外のＭＩＣＥ主

催者等に向けてユニークベニューの魅力を効果的に発信する手法を検

討する。 

（報奨旅行等の開催時の支援の強化） 

 海外企業が行う報奨旅行や会議の開催への支援を強化するため、支援の

対象とする報奨旅行等の範囲について、より小規模の旅行等も含めて引

き続き支援を行っていく。 

 報奨旅行等が開催された際に外国人参加者に対して提供する日本の魅

力を体験できる様々なアトラクションについて内容の充実を図るとと

もに、引き続き、外国人参加者を惹きつける新たなメニューの開発に取

り組む。 

（立上げ型国際会議等に対する支援） 

 海外から多くの参加者が見込まれる国際会議や国際イベントを新たに

東京で立ち上げて開催を図る取組について、その準備からＰＲ活動、開

催時の会場確保等に至るまで、総合的な支援を行う。 

（国内会議の国際化支援） 

 都内で開催される国内会議を国際化するうえで必要な支援内容を検討

する。 
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（ＭＩＣＥに係る高度な人材の育成） 

 ＭＩＣＥ誘致・開催に関して企画運営などの高度な能力を有する人材の

育成に向けた取組を検討する。 

（官民一体のＭＩＣＥ連携推進協議会の運営） 

 「東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会」において、関係主体間でＭＩＣＥ誘

致や開催に向けた情報共有や課題整理による連携を図ることなどによ

り、ＭＩＣＥの誘致・開催を効果的に展開していく。  
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（５）外国人旅行者の受入環境の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海外から東京を訪れる旅行者に良質で優れた観光案内のサービス

を提供するとともに、旅行者の持つ文化的な背景などにも十分に配

慮し、安心で安全な旅行環境を整える。また、障害者や高齢者を含

めた様々な旅行者が快適に観光のできる基盤を作り上げる。 

 

 

 

 

く 

 

 

基本的な考え方 

○  都内の各地域にある観光案内所などの整備を進め、サービス提供を

よりきめの細かいものとする。また、ＩＣＴ機器を通じた観光情報の

発信やボランティアによる対面での観光案内の力を高めていく。 

 

観光案内サービスの向上 

多言語対応の充実 

○ 外国人旅行者の東京での滞在をより快適なものとするため、多言語

対応の一層の充実を進めていく。 

多様な文化・習慣への理解 

○ 外国人旅行者の様々な文化や習慣にも十分に配慮した対応力のあ

る観光関連の事業者を増やしていく。 

障害者や高齢者等の観光の推進 

○ 障害者や高齢者などが積極的に東京での観光を楽しむことのでき

る機運や仕組みを生み出すための様々な対応を進めていく。 
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（観光案内体制の充実） 

○ 外国人旅行者が都内を快適に観光できるよう、これまで以上に観光案

内体制の充実を進めることが必要である。 

○ 都内の様々な観光案内所が連携して情報発信の充実に取り組むととも

に、区部以外のエリアでの観光案内機能のより一層の拡充が不可欠とな

っている。 

（観光ボランティアの活用） 

○ 海外から東京を訪れる外国人旅行者等に、きめ細かい観光案内ができ

るよう、ボランティアの活用をより一層効果の高い形で進めていくこと

が不可欠となっている。 

（情報通信技術の活用） 

○ 旅行者による情報通信機器を利用した観光情報の収集が広がる中で、

様々なＩＣＴの技術の活用を図るとともに、情報として提供するコンテ

ンツの充実を着実に進めることが重要となっている。 

（多言語対応の充実） 

○ 外国人旅行者が観光を楽しみ、東京での滞在をより快適にするために、

言語コミュニケーションの障壁を取り除くことが必要不可欠であり、そ

のためのサービスが必要となっている。 

（多様な文化・習慣への理解） 

○ 日本とは異なる文化や習慣を持つ外国人旅行者の増加が見込まれる中、

相互理解を深めながら受入環境整備を促進することで、訪都に対する満足

度の向上を図り、外国人旅行者の誘客拡大につなげることが重要である。 

（誰もが安心して観光を楽しめる環境づくり） 

○ 都民が自発的に声かけをするなど、障害者や高齢者などが気軽に旅行

に出かける機運を十分に醸成するとともに、街なかでの移動や交通機関

の円滑な利用を確保する取組をより一層進める必要がある。 

現状と課題 
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（宿泊施設などにおける安全・安心） 

○ 世界各国から東京を訪れる旅行者に対して、観光を楽しむ上での前提

となる宿泊施設などの安全性や安心感が何よりも優先されることを踏ま

えて、それらの確保に向けた適切な対応が不可欠である。 

（観光スポットにおけるベンチの充実） 

○ 都内の主要な観光スポットにおけるベンチについて、整備が進んでい

るという調査結果を踏まえ、都内の観光施設におけるベンチの利用満足

度を向上させることが必要である。 

（クルーズ客船の受入） 

○ 東京港は大型化するクルーズ船を受け入れるための施設機能が不足し

ているほか、クルーズ客船の寄港地としても十分には知られていないた

め、受入能力の向上とＰＲの強化が必要である。 

（住宅宿泊事業の適正な実施） 

○ 住宅宿泊事業は、旅行者の多様なニーズに応えることが期待される一

方で、施設の衛生面や防火対策、ごみ出しや騒音等による住民生活への

影響など、多岐にわたる課題が懸念されることから、適正な実施を確保

する仕組みづくりが必要となる。 
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（観光案内機能の強化・充実） 

 都内の観光案内所について、デジタルサイネージや多言語コールセンタ

ーサービスの導入などにより観光情報提供の充実を図り、より一層の良

質なサービスの提供を進めていく。 

 都内の様々な観光案内所が相互にネットワークを組み、観光情報やノウ

ハウを共有しながら、より充実した情報発信を行う仕組みを構築し、旅

行者に質の高いサービスを提供する。 

 都心から多摩の各地域への送客を強化する取組の一環として、立川に平

成 29 年に整備した「東京観光情報センター 多摩」などにおける観光案

内機能の一層の向上を図ることを検討する。 

 多様化する外国人旅行者のニーズに対応し、観光案内をより効果的かつき

め細かく行うため、街なかでの観光案内の充実を図ることを検討すること

で、東京のイメージアップに貢献する。 

また、外国人旅行者の文化・習慣への一層の理解促進などボランティア活

動に必要な能力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の方向性 

＜東京都観光ボランティアとは＞ 

東京都観光ボランティア 

 東京を訪れる外国人旅行者に対して、

街なかでの観光案内や都内の人気観光

スポットのガイドサービスなどの活動

を通じて東京の魅力を紹介 

 街なか観光案内の実施場所 

新宿、上野、銀座、浅草 

（今後、活動エリアの拡大を検討） 

＜観光ボランティアユニフォーム＞ 
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（旅行者の情報通信環境の整備） 

 外国人旅行者のＩＣＴを活用した観光情報の入手や発信が進む中、無料

Ｗｉ－Ｆｉや屋内外でデジタルサイネージの利用が可能な箇所の更な

る拡充を検討する。 

（ウェブサイトによる情報発信の充実） 

 外国人旅行者の目線を踏まえ、コンテンツの全面見直しを行っている東

京の観光公式ウェブサイト「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」について、東京の魅力

がより一層伝わるようコンテンツの充実を図っていくことを検討する。 

（多言語対応の強化） 

 観光案内を含め様々な問合せに的確に対応するため、外国人旅行者向け

の多言語コールセンターサービスの拡充を検討する。 

（多様な文化・習慣への理解促進） 

 ハラールをはじめ様々な文化や習慣に関するセミナーの開催や、事業者

への専門家派遣による支援を行うなど、受入環境整備を進める仕組みを

作っていくことを検討する。 

（アクセシブル・ツーリズムの充実） 

 障害者や高齢者等が積極的に外出して、様々な交通機関を快適に利用し

ながら旅行などを行う、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けて、鉄

道やバスに加え、公共空間等も含めて幅広くユニバーサルデザインの導

入やバリアフリー化を進める。 

 障害者や高齢者などが宿泊施設を安心かつ円滑に利用できるよう、宿泊

施設のバリアフリー化について引き続き支援を行う。 

 障害者や高齢者等が快適に観光を行うためのツアーを作る場合に生じ

る個別の課題や問題点の解決に役立つサポートの充実を図る。 
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 障害者や高齢者などの観光への配慮や思いやりの心を醸成して、主体的

にサポートする機運を広く生み出すため、都民や観光事業者等を対象と

したシンポジウム等を実施し、普及啓発を効果的に推進する。 

（誰もが観光を楽しめる機運の醸成） 

 あらゆる人が積極的に外出し快適に旅行を楽しめるよう、外国人旅行者

や障害者等に対する道案内や配慮の仕方などの知識を共有し、都民全体

のおもてなしの心の醸成を図ることを検討する。 

また、観光ボランティアに対して障害者等への理解促進に関する研修を

実施することを検討する。 

（安全・安心の確保） 

 観光面での安全・安心を確保するため、宿泊施設での防犯カメラの設置

を進める。 

また、緊急・災害時において、観光事業者が外国人旅行者に対して適切

な対応ができるよう「災害時初動対応マニュアル」の効果的な活用を広

げていく。 

（観光スポットにおけるベンチの整備） 

 都内観光施設におけるベンチの利用満足度を向上させるため、外国人旅

行者が多く訪れる施設等のベンチの利用状況などの調査結果に基づい

た対応策を検討する。 

（クルーズ客船の誘致促進） 

 クルーズ客船の東京への寄港を増やすため、2020 年までに新たな客船

ふ頭を整備するとともに、海外旅行博やウェブサイト等で東京と東京港

の魅力を効果的に発信していく。 

（住宅宿泊事業の適正な実施に向けた体制づくり） 

 住宅宿泊事業の適正な実施に向け、住環境の維持や旅行者の安全確保等

について、区市町村と地域の実情に応じた対応策を検討する。 

また、住宅宿泊事業法の政省令やガイドラインなどの内容を踏まえて、

届出や指導監督の体制づくりを進めていくことを検討する。 
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（６）日本各地と連携した観光振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な考え方 

○ 東京が日本の各地域と連携して海外から旅行者を誘致することが

できるよう、全国の様々な自治体との協力の仕組みの充実を進めてい

く。 

日本各地との連携の強化 

大規模国際イベントを契機とした連携 

○ 世界中から人、メディアが集う大規模国際イベントの機会を捉え、

国内開催都市と連携してプロモーション活動を行っていく。 

情報の発信 

○ 東京に居ながらにして日本各地の魅力に触れることができ、都内か

ら他の道府県に足を運ぶ流れを生み出すことのできるＰＲを進めて

いく。 

東京と全国の各地域が協力して、海外からの旅行者の誘致を進めると

ともに、東京が日本への旅行者にとっての玄関口として様々なエリアに

送客を行う基点となるゲートウェイの役割を適切に果たしていく。 



- 65 - 
 

        

 

（日本各地と連携した誘致活動の拡大） 

○ 世界各国から日本を訪れる外国人旅行者が急増する中、東京と日本各

地が外国人旅行者を誘致するための協力関係を一層充実させるとともに、

東京を訪れた外国人旅行者を日本各地に送客するゲートウェイの役割の

強化を図ることが必要となっている。また、基礎的自治体のレベルで相

互に連携した観光振興を進める動きを着実に作り上げていくことも重要

となっている。 

○ 世界中から人、メディアが集う大規模国際イベントや東京 2020 大会と

その先を見据え、外国人旅行者の拡大につなげられるよう、東京や各都

市の魅力を発信していくことが大切である。 

（ＭＩＣＥの開催効果を日本各地に波及） 

○  海外企業からのニーズが高い複数都市を巡る報奨・研修旅行に適切に

対応できるよう、これまで札幌市、石川県、名古屋市、京都市、福岡市、

沖縄県の６県市と協力体制を構築し共同で誘致を進めてきたが、取組の

効果をより一層高めていくことが重要な課題となっている。 

○ また、国際会議で東京を訪れる外国人参加者を他都市に送客することで、

ＭＩＣＥの開催効果を日本各地に広めていくことが必要となっている。 

（東京から全国の魅力を効果的に発信） 

○  海外からの旅行者が東京から全国各地に出向くように、各々の地域の

魅力的な観光資源や伝統文化、特産品などの情報を幅広く多様な媒体を

活用して発信し、取組の効果を高めていくことが重要となっている。 

○ 日本の重要な観光資源である「食」について、東京から全国の情報を

継続して発信していく必要がある。 

 
 
 

現状と課題 
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（日本各地と連携した誘致活動の拡大への取組） 

 外国人旅行者を誘致するため、ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ＆ＴＯＫＹＯプロジ

ェクトとして東京と各地域が連携して実施している取組の対象エリア

について、これまでの東北、中国・四国、九州以外との連携についても

検討していく。 

 様々な自治体がネットワークを作り実施している旅行者誘致の取組に

対して、新たな地域との協力も視野に入れ、日本各地と連携した観光振

興を着実に進めていく。 

 外国人旅行者による国内の周遊を促進するため、世界遺産等を活用して、

東京とその周辺を巡る観光ルートを作り上げそのＰＲも実施する。 

 外国人旅行者が都内に居ながらにして、容易に各地の魅力に触れる機会

を増やすため、都内で開催される物産展やアンテナショップのイベント

情報などを一つのウェブサイトに集約して外国語で情報発信する取組

を進める。 

また、都内各アンテナショップを回遊し、各地の魅力に触れることがで

きる機会を設けていくことを検討する。 

 外国人旅行者が特に魅力に感じる日本の「食」のアピールを積極的に行

うため、東京で開催する各都市の食に関するイベントを引き続き多言語

で情報発信していく。 

 都内と日本各地の市町村が、友好都市や姉妹都市などのつながりを生か

して実施する観光面での取組への都としての支援を継続する。 

 世界中から人、メディアが集う大規模国際イベントを契機とし、海外旅

行者の誘致を促進するため、国内開催都市と連携したプロモーション活

動や海外メディアを活用した情報発信を行うことを検討する。 

 

取組の方向性 
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（都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進） 

 報奨旅行の誘致に向け、ＭＩＣＥ開催都市として魅力を有する国内他都

市と連携し、海外へのプロモーション活動を検討するなど、誘致に向け

たＰＲ活動を強化していく。 

また、都内で開催された国際会議の参加者をそれぞれの県市に送客する。 

（観光情報センター等を活用した情報発信） 

 都内の観光情報の発信の拠点を通じ、外国人旅行者に向けて東京を基点

とする日本各地への観光ルートやアンテナショップなどの多様な情報

の提供を進めていく。 
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多摩・島しょ地域を対象とした観光振興施策（再掲） 

 都は、本プランに掲げた以下の観光施策を着実に推進し、多摩・島しょ

地域の観光振興に重点的に取り組んでいく。各施策の詳しい内容について

は、各頁を参照。 

 

（多摩・島しょ地域の観光振興に向けた取組）（p.44） 

 新しい観光資源の発掘・商品開発に向けた取組の推進の検討 

 新たな楽しみを提案する観光事業の開発に対する支援の検討 

 農業体験や自然を生かした観光ツアーの造成・販売に対する支援 

 自然公園を活用したモニターツアー実施などの観光振興 

 観光振興施策の立案等の基礎資料とするエリア別旅行者数の把握の検討 

 ウェブサイトやＳＮＳなどによる観光情報の効果的な発信 

 観光スポットを効率的に巡る仕組みづくりに向けたモニターツアー等の実施 

 電動アシスト自転車等、観光スポット間の移動手段の導入や活用支援 

 多摩地域の観光協会等商工関連の団体で構成された協議会による、観光

振興に向けた企画の検討・実現へのサポート 

（島しょ地域への誘客促進に向けた取組）（p.44） 

 各島の観光資源を「宝物」としてブランディング化する取組への支援を検討 

 婚活等に結び付くツアー販売に向けた、民間事業者の取組への支援等 

 ビッグデータ等の活用など、来島者の消費喚起のための仕組みづくりを検討 

（多摩地域におけるＭＩＣＥ開催の拠点の育成）（p.55） 

 ＭＩＣＥ開催を増やすため、受入体制強化に向けた地域の取組を支援 

（多摩地域における観光案内機能の強化・充実）（p.61） 

 「東京観光情報センター 多摩」などでの観光案内機能の向上の検討 


